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区　　分 ��事　業　の　内　容 

1 �防災訓練 �⑦和無田町防災訓練・日11月16日（日）10：00～12：00 

場所　　　　　和無田町構造改善センター 

参加者数　　　99人 

訓練内容　　　消火栓確認、初期消火（水消火器使用）■放水訓練、AED使用訓練 

⑧堂ケ山町防災訓練日・11月16日（日）13：30～15：30 

場所　　　　　堂ケ山町構造改善センター 

参加者数　：86人 

訓練内容　　　避難・誘導訓練、消火器を使った初期消火訓練、 

危機管理室柴田さんによる防災出前講座、子ども消防服試着による啓発 

⑨六名町防災訓練・・・1月12日（日）8：30～11：00 

場所　　　　　六名町集会所 

参加者数　　　67人 

訓練内容　　　初期消火訓練、水防訓練く土嚢積訓練）、子ども消防服試着による啓発 

2 �防災マニュア �小山田地区災害対策本部・避難所運営マニュアルの作成、 ル等の作成 �山田町（避難時持ち出し袋） 

3 �啓　発 �防災標語の募集（総数396作） 

4 �広　報 �「防災おやまだ」の発行・＝3月20日発行 各戸配布1800部 

内容：各町防災訓練の概要、消防分団の活動，、防災標語入賞作品など 

5 �資機材整備 �美里町（防災倉庫）、山田町（管鎗）、六名町（放水ホース3本）、 
和無田町（消火栓ボックス一式） 

6 �研　　修 �①四日市市主催の研修会や四日市市防災協議会代表者会議などに参加 

②防災講演会…6月27日（金）19：45～20：45 

講師　二　四日市市危機管理室主幹　柴原　邦宏様 

参加者数：29人 

内容：今後予想される大地震に備えて、地域防災の重要性をテーマに各町や各自でできる 

ことは何か？ 

7 �防災・水防倉 �防災倉庫（小山田小学校、西陵中学校、小山田地区市民センター） 庫維持管理 �水防倉庫（六名町、堂ケ山町、小山町） 

8 �会　議 �総会‥・6月27日（金）、役員会日・6月6日（金）、1月26日（月）、2月27日（金） 

※なお、各町の防災訓練には、消防分団員も参加し、指導・協力にあたっていただきました。
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平成27年度　小山田地区防災連絡協議会　事業計画方針（和

1．　防災訓練の実施

各町が消防分団と協力し、初期消火・放水月数助などの、地域が必要

とする特色ある防災訓練を行う。

2．　本部組織体制づくり

災害対策本部運営マニュアル・避難所運営マニュアルに基づく本部体

制の強化及び防災訓練

3．　防災啓発活動
・出前講座による地域防災のあり方についての講演会

・防災・防火標語を募集しコンクールを実施する。

4．　広報活動
・標語を活用して「防災おやまだ」を発行する。

・おやまだ広報・ホームページへの防災啓発記事を随時掲載する。

〇．　避難行動要支援者名簿を作成する。

6．　各町防災倉庫の資機材整備

7．　防災倉庫・水防倉庫の点検事業
・防災倉庫…毎月1回点検する。

山田町（小山田小学校・小山田地区市民センタい）

西山町（西陵中学校）
・水防倉庫…年2回点検する。

堂ヶ山町・六名町・小山町
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区　　分 �事　業　の　内　容 

⑧和無田町防災訓練日・11月22日（日）10：00～11：30 

場　所　　　　：和無田町構造改善センター 

参加予定者数　：87人 

訓練内容　　：AEDを活用した訓練、初期消火。放水訓練、水防訓練 

⑨六名町防災訓練‥・1月17日（月）8：30～10：30 

場　所　　　　　　六名町集会所 

参加予定者数　：96人　■ 

訓練内容　　　　情報収集伝達訓練、初期消火訓練、放水訓練、AEDを活用した訓練、 

炊き出し訓練 

2監葦詣窟 �西山町防災マニュアルの作成 

3　啓　発 �防災標語の募集 

4　広　報 �「防災おやまだ」の発行・‥3月20日予定 各戸配布1800部 

内　容：各町防災訓練の概要、消防分団の活動，、防災標語入賞作品など 

5　資機材整備 �鹿間町（アルミ製四つ折り担架2台）、六名町（マルチキャリ「）、和無田町（消火栓ボックス一式） 
などの各自主防災隊による資機材の整備 

6　研　　修 �①四日市市主催の研修会や四日市市防災協議会代表者会議などに参加 

②防災講演会日・6月18日（木）19：45～20：45 

講　師：四日市市危機管理室主事　漉遺　晋太郎　様 

参加予定者数：30人 

内　容：『基本的な災害事例と災害対策本部・緊急避難所運営等の課題』 

7監護避雷 �防災倉庫（小山田小学校、西陵中学校、小山田地区市民センター） 
水防倉庫（六名町、堂ケ山町、小山町） 

8　会　議 �総会・‥6月18日（木）、役員会等・‥必要時に随時 

※なお、各町の防災訓練には、消防分団員も参加し、指導■協力にあたっていただきます。
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平成27年度小山田地区防災連絡協議会予算（勤

（収入の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥円）

科　　　目 ��本年度予算額 �前年度予算額 �増減 �摘　　要 

1 �繰越金 �82，578 �150，835 �－68，257 � 

2 �市補助金 �746，000 �746，000 �0 �地区防災組織活動補助金（上限） 

3 �連合自治会助成金 �24，000 �30，000 �－6，000 � 

4 �防災・水防倉庫 �81，000 �81，000 �0 �防災倉庫：小山田小学校、西陵中学校、小山田地区市民センター 
維持管理委託料 ����水防倉庫二堂ヶ山町、六名町、小山町 

5 �諸収入 �22 �65 �－43 �預金利子 

計 ��933，600 �1，007，900 �－74，300 � 

（支出の部）

科　　　目 ��本年度予算績 �前年度予算額 �増減 �摘　　　要 

1 �訓練費 �300，000 �400，000 �－100，000 �地区防災訓練：各町で実施 災害対策本部運営・避難所運営訓練 防災マニュアル作成（西山町） 訓練用・啓発用用紙その他 

2 �啓発責 �30，000 �30，000 �0 �防災標語募集事業 

3 �広報費 �110，000 �110，000 �0 �防災だより1800部 

4 �資機材費 �350，000 �279，000 �71，000 �四つ折り担架2台（鹿間町）、消火栓ボックス1式（和無田町） リヤカー・車いす・毛布10枚（山田町）、マルチキャリー（六名町） 消火栓用ホース11巻（堂ケ山町）、防災倉庫屋根修繕（小山町） 

5 �防災・水防倉庫 �81，000 �81，000 �0 �防災倉庫：小山田小学校、西陵中学校、小山田地区市民センター 
維持管理費 ����水防倉庫：堂ケ山町、六名町、小山町 

6 �会議費 �57000 �5，000 �0 � 

7 �事務費 �20，000 �20，000 �0 �用紙、収入印紙　他 

8 �旅費 �10，000 �20，000 �－10，000 �代表者会議・研修等への出張旅費 

9 �予備費 �27，600 �62，900 �－35，300 � 

言十 ��933，600 �1，007，900 �－74，300 � 
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平成27年度小山田地区防災連絡協議会名簿（粗 

協議会役職 �・所属．同体役磯等　■． �氏　名■ �■．備∴考－■ 

会　長 �小山田地区連合自治会長 �矢田　義秀 � 

副会長 �小山田地区副連合自治会長 �里中　俊雄 � 

副会長 �市消防団小山田分団長 �伊藤　文夫 � 

書　記 �小山田地区民生委員児童委員協議会長 �岸本　久義 � 

会　計 �小山田地区女性部会長 �北尾　喜子 � 

減災アドバイザー �減災アドバイザー �井上　進 � 

減災アドバイザー �減災アドバイザー �矢田　武男 � 

監　査 �交通安全協会小山田支部長 �川島　欣弘 � 

監　査 �小山田地区老人クラブ連合会長 �山家　多喜男 � 

・協議会役職 �所尿団体役職等 �氏　名　－ �・＿臆　考－‾ 

1 �委員 �内山町自治会長 �矢田　勝磨 � 

2 �／／ �鹿間町自治会長 �萩　伸元 � 

3 �／／ �堂ヶ山町自治会長 �米川　嘉樹 � 

4 �／／ �西山町自治会長 �矢田　延人 � 

5 �／／ �美里町自治会長 �河合　和彦 � 

6 �／／ �六名町自治会長 �林　昭則 � 

7 �／／ �和無田町自治会長 �井上　正徳 � 

8 �／／ �内山町自主防災隊長 �矢田　義次 � 

9 �／／ �小山町自主防災隊長 �早川　昌彦 � 

10 �／／ �虚聞町自主防災隊長 �安藤　勤 � 

11 �／／ �堂ケ山町自主防災隊長 �米川　静－ � 

12 �／／ �西山町自主防災隊長 �長田　重ニ � 

13 �／／ �美里町自主防災隊長 �鈴木　英寛 � 

14 �／／ �山田町（東）自主防災隊長 �伊藤　政男 � 

15 �／／ �山田町（西）自主防災隊長 �土井　孝 � 

16 �／／ �六名町自主防災隊長 �林　清文 � 

17 �／／ �和無田町自主防災隊長 �中田　喜幸 � 

18 �／／ �小山田地区民生委員児童委員協議会長 �岸本　久義 � 

19 �／／ �交通安全協会小山田支部長 �川島　欣弘 � 

20 �／／ �小山田地区女性部会長 �北尾　喜子 � 

21 �／／ �小山田地区老人クラブ連合会長 �山家　多喜男 � 

22 �／／ �青山里会小山田施設群防火防災管理者 �三瀬　正章 � 

23 �／／ �小山由郵便局長 �長田　春樹 � 

24 �参　与 �小山田駐在所員 �原田　力 � 

25 �／／ �小山田小学校長 �森本　裕也 � 

26 �／／ �西陸中学校長 �橋本　伸清 � 

27 �／／ �小山田地区市民センター館長 �市川　孝夫 � 



小山田地区防災連絡協議会規約　園

（名　称）

第1条この組織は、小山田地区防災連絡協議会（以下「協議会」という。）と

いう。

（目　的）

第2条本協議会は、地震、台風、大雨等に対し地区住民の相互協同の精神に基

づき、関係団体等の活動を効果的に運月けることにより、防災体制の確立を

図り、もって災害に強いまちづくりに資することを目的とする。

（事　業）

第3条本協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

（1）地区住民の防災意識の高揚に関すること。

（2）地区内防災関係団体・機関の連携及び充実強化に関すること。

（3）防災訓練等の計画の作成等に関すること。

（4）被災時における人材・資材の確保、避難経路、避難所に関すること。

（5）その他防災に関すること。

（組　織）

第4条本協議会は、次に掲げる地区内の団体及び減災アドバイザーによって

組織する。

（1）小山田地区連合自治会

（2）市消防団小山田分団

（3）各町自主防災隊

（4）小山田地区民生委員児童委員協議会

（5）交通安全協会小山田支部

（6）小山田地区女性部

（7）小山田地区老人クラブ連合会

（8）その他地区防災に関係するもの

（役員等）

第5条本協議会に会長、副会長、書記、会計、減災アドバイザー、委員、監査

を置く。

2　会長は、小山田地区連合自治会長をもって充てる。

3　副会長は、小山田地区連合自治会副会長及び市消防団小山田分団長をもっ

て充てる。

4　減災アドバイザーは、養成講座を修了し認定を受けた者とする。

5　委員は、次の各号に掲げるものとする。
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（1）各自治会長（正副連合自治会長を除く）

（2）各自主防災隊長

（3）小山田地区民生委員児童委員協議会長

（4）交通安全協会小山田支部長

（5）小山田地区女性部会長

（6）小山田地区老人クラブ連合会長

（7）その他地区防災に関係する者

6　書記及び会計は、前項の委員の中から各1名を互選する。

7　監査は、5項の委員の中から2名を互選する。

（役員等の責務）

第6条会長は、本協議会を代表し会務を総括する。

2　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはいずれかの副会長がその職

務を代理する。

3　書記は、会議資料を準備し、会議内容を記録する。

4　会計は、予算を適正に執行管理する。

5　減災アドバイザーは、防災訓練計画や事業についての企画等を行う。

6　監査は、会計事務を監査する。

（役員等の任期）

第7条　役員及び委員の任期は、4月1日より翌年3月31日までの1ヶ年と

する。但し、欠員が生じた場合の補欠役員及び委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

2　役員及び委員は、再任されることができる。

（参与）

第8条　本会に参与を置き、会議で意見を述べることができる。

2　参J封ま、次に掲げる者とする。

（1）小山田地区市民センター館長

（2）小山田駐在所員

（3）小山田小学校長

（4）西陸中学校長

（会　議）

第9条　本協議会の会議は、総会及び役員会とする。

（総　会）

第10条　本協議会の総会は、会長、副会長、書記、会計、減災アドバイザー、

監査及び委員をもって構成する。

2　総会は、必要に応じ、会長が召敷し、その議長を務める。

3　総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
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（1）防災計画の作成及び改正に関すること。

（2）事業計画に関すること。

（3）規約の改正に関すること。

（4）その他特に必要な事項に関すること。

（役員会）

第11条　役員会は、会長、副会長、書記、会計及び減災アドバイザーで構成す

る。

2　役員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

（1）総会に提出すべきこと。

（2）総会により委任されたこと。

（3）その他特に必要と認めたこと。

（事務局）

第12条　本協議会の事務局は、小山田地区団体事務局に置く。

（防災計画）

第13条　本協議会は、災害に強いまちづくりのため、「小山田地区防災計画」

を別に定める。

（会　計）

第14条　本協議会の会計は、小山田地区連合自治会からの支出金をもって充

てる。

（会計年度）

第15条　会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

（会計監査）

第16条　会計監査は、毎年1回監査が行う。但し、必要がある場合は、臨時に

これを行うことができる。

2　監査は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

（協議会の変更報告）

第17条　本協議会で変更が生じたときは、その旨を小山田地区市民センター

に報告するものとする。

附　則

この規約は、平成18年7月19日から実施する。
一部規約の改正を行い、平成20年6月6日より施工する。

一部規約の改正を行い、平成27年6月18日より施工する。
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平成27年度 �全 �国統一 �防火標語 

古さ一望


